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 TLL合同会社　御中
住　所  　      　　　　　　　　　　　　　 

氏　名　 　　       　　　　　　　　　　印

秘密保持に関する誓約書

　　　　　　　　　　　　　（以下、「甲」という。）は、TLL合同会社（以下、「乙」という。）に対し、本書末尾記載の不動産の購入に係る検討（以下、「本検討」という。）のために乙から受領する情報の秘密保持について、以下のとおり誓約いたします。

(定義)
第 １ 条　本書における「秘密情報」とは、文書、口語その他方法の如何を問わず、乙から甲に対し本検討に関連して開示された全ての技術上及び営業上の資料・図書、知識、データ、ノウハウその他一切の情報を意味するものとします。また、本書の内容、本検討を行っているという事実及び本検討の成果も秘密情報として取扱うものとします。但し、次のいずれかに該当するものについては、秘密情報から除外されるものとします。
（１）乙から開示を受ける前に、既に甲が保有していたもの。
（２）乙から開示を受ける前に、既に公知又は公用となっていたもの。
（３）乙から開示を受けた後に、甲の責によらずに公知又は公用となったもの。
（４）正当な権限を有する第三者から、甲が秘密保持義務を負うことなく適法に入手したもの。
（５）乙から開示を受けた情報によらず、甲が独自に開発したもの。

(秘密保持)
第 ２ 条　甲は、秘密情報について厳に秘密を保持し、乙の文書による事前の承諾なくして第三者にこれを開示又は漏洩しないことを確約します。また、これらの秘密情報を自ら若しくは第三者の利益のために使用しないことを確約します。
２．前項にかかわらず、甲は、本検討のため、次の者に対し秘密情報を開示することができるものとします。なお、甲は、次の者に対して、本書に基づく秘密保持義務を遵守させることについて一切の責任を負うものとし、乙に何らの迷惑損害をかけないものとします。
（１）甲が法人の場合は、自らの取締役、監査役及び本検討に参画する必要最小限の範囲の社員
（２）本検討のために選任する公認会計士、税理士、弁護士、司法書士その他の専門家
３．法令等により、政府機関その他の公的機関に対して秘密情報を開示することが要求される場合には、甲は、当該開示を行う場合があります。但し、その場合、甲は、できる限り事前に乙にその旨を通知し、かつ秘密情報の秘密が保持されるよう合理的な努力をいたします。

(使用目的の制限）
第 ３ 条　甲は、乙から提示された秘密情報を本検討の遂行のために限定して使用するものとし、その他の目的に使用しないことを確約します。

(複製）
第 ４ 条　甲は、事前に乙の承諾を得ない限り、秘密情報の全部又は一部を複製又は改変いたしません。
２．秘密情報の複製物は、本書における秘密情報として取扱うものとします。

(秘密情報の所有権）
第 ５ 条　秘密情報の所有権・知的財産権その他一切の権利は、乙に帰属することを承認します。また、甲は、秘密情報を本書の明文の規定に基づいて使用することができるという限定的な権利が許諾されるだけであり、当該権利の他は本書又は本書に基づく開示により、秘密情報について、所有権・知的財産権その他いかなる権利も取得するものではないことを確認します。

(資料の返還）
第 ６ 条　甲は、本書が終了したとき又は乙から請求があったときは、乙の指示に従い、有形の秘密情報を遅滞なく返還若しくは甲において適切な方法で破棄するものとします。

(違反）
第 ７ 条　本書に違反した場合、甲は、直ちに違反行為の是正及び原状回復を行います。
２．甲が本書に違反して秘密情報を漏洩した場合、甲は、秘密情報の漏洩を最小限にとどめるよう善後措置に最善を尽くすものとします。
３．甲が本書に違反したことを理由に乙が第三者から損害賠償を受けた場合、甲は乙に対し、ただちに同額の賠償を行います。

(有効期間）
第 ８ 条　本書の有効期間は、差入日から1年間とします。但し、乙と協議のうえ、この期間を変更することができるものとします。
２．本書における甲の債務は、前項の期間終了後さらに1年間有効に存続するものとします。

(反社会的勢力の排除)
第 ９ 条　甲は、乙に対し、次の各号の事項を確約します。
（１）自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員（以下総称して｢反社会的勢力」という。）ではないこと。
（２）甲が法人の場合は、自らの役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。）が反社会的勢力ではないこと。
（３）反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本書を締結するものでないこと。
（４）本書の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
２．甲について、本書の有効期間内に、次のいずれかに該当した場合には、乙は、何らの催告を要せずして、本書を解除することができます。
ア 前項（１）又は（２）の確約に反する申告をしたことが判明した場合
イ 前項（３）の確約に反し契約をしたことが判明した場合
ウ 前項（４）の確約に反する行為をした場合

(紛争解決）
第１０条　本書は日本法に従うものとします。
２．本書に定めのない事項及び本書の条項に関し疑義が生じたときは、日本国法令に従い誠意をもって協議し、これを解決するものとします。
３．本書に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。

以  上
＜不動産の表示＞
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